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発言者 質問内容 委員会での回答 頁 本文等への対応

Ａ委員 平成23年で維持管理が増えて
いるが、これは治水に関する意
見である土砂除去など占めてい
るか。

平成19年以降は、高水敷からの除草を

やめているので、この高水敷の除草に対

しての要望が増えているのではないか。

高水敷の除草をやめた時は、要望や苦

情が増えた。

それ以外では、不法投棄などがあるので
はないか。

P58

P64

高水敷等の除草・樹木伐開については、河

川巡視や水文観測等に支障がないよう、必要

に応じて適切に行います。

行為者の特定に努め、行為者への指導、撤
去等の対応を適切に行います。また、不法投
棄状況をとりまとめたゴミマップ等を作成し、地
域住民の意識啓発を図るとともに、日常からＣ
ＣＴＶや河川巡視による監視を行います。

自由意見を比率ではなく絶対
数で示すべきではないか。

第4回に提出した資料を修正しております。

水は9割以上が農業用水に使
われているが、観光のために
使っているのか。小学生から親
しみを持ってもらうために、環境
学習(冊子の配布など)をしては
どうか。

観光は、レクリエーションなどが考えられ
るが、佐波川ではほとんど無い。佐波川は
農業用水の利用がほとんどである。渇水
のときは水利用者が困らないようにダムか
らの補給を行う。

P54 新橋箇所及び堀箇所では、河川空間とまち
の空間の融合の図られた水辺空間形成を、関
連市と一体となって行います。

資料－２ 住民アンケート結果報告について

※記載は、第４回の懇談会における発言の順番で記載しています。
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発言者 質問内容 委員会での回答 頁 本文等への対応

Ｂ委員 支川処理というのは、具体的
にどのようなやり方か。

樋門、水門を堤防に作って、堤防を閉め
るのが1つ、支川の両側に本川の堤防の
高さと同じ高さの堤防を作っていく方法が
ある。手法は、背後地の状況により使い分
ける。

P50 具体的な整備方法については、支川管理者
及び地元自治体と協議し、必要な対策を行い
ます。

Ｃ委員 断面が不足していることに対し
て、河床の掘削、樹木伐採、堰
改築が必要と言うことか。

河道改修の方法は、河道掘削、樹木伐

採と左右岸の堤防差をなくすための築堤

がある。

P43 堤防整備については、堤防の高さや幅が不
足している区間の整備を行います。また、堤防
整備を実施しても、流下能力が不足している箇
所においては、流下能力確保のために河道掘
削や樹木伐開を行います。

Ａ委員 津波に対する防備はどう考え
ているか。

津波の高さについては、佐波川河口で

4m程度、佐波川の河口については、津波

の高さよりも高潮堤防の高さが高い。堤防

が壊れるかどうかの対策・検討は今後や

る必要がある。

（Ｅ委員：県の方でも検討をしているが、国
がまだ検討中で県としても答えが出せな
い。）

P36 佐波川周辺でも、南海トラフによる巨大地震
の発生が高い確率で予想されており、地震・津
波への対応についても今後さらに検討を進め
ていく必要があります。

Ｄ委員 上流の山口県管理区間との関
連・整合性はどう考えているか。

降雨洪水に対する安全性は、計画の目
標としての整合は取れている。整備計画
の内容については、上下流で逆転が無い
ように調整はしている。

P36 長期的な治水目標である河川整備基本方針
で定めた目標を達成するためには、多大な時
間を要するため、上下流バランスを踏まえつつ、
段階的な整備により洪水等による浸水被害の
発生の防止または軽減を図ることを目標としま
す。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

※記載は、第４回の懇談会における発言の順番で記載しています。
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発言者 質問内容 委員会での回答 頁 本文等への対応

Ｅ委員 樹林の問題は、流木が橋に
引っかかり被害の拡大が発生し
た。流木に対しての対策が必要
であればする必要がある。

P56 河川管理上の支障とならないよう、生物の繁殖
期等を考慮し、計画的に伐開を行います。

Ｄ委員 佐波川は水が潤沢にあるよう
に思うが、利水の目標はどのよ
うに設定しているのか。

佐波川の農水は、許可水利となってい
るので、取水量が決まっている。事務所
としては過剰取水となっていないか管理
する必要がある。新橋地点より下流は、
魚類などに対して決まっているものであ
る。

P37 農業用水や上水道用水、工業用水等の利水

の現況、動植物の保護、漁業、景観、流水の清

潔の保持等を考慮した流水の正常な機能を維

持するため、必要な流量を目標として定めて、そ

の確保に努めます。目標とする流量は、新橋地

点において1月～5月は概ね1.5m3/s、6月～12

月は2.5m3/sとします。

また、渇水が発生した場合であっても、その影

響を最小限に抑えるため、利水者や関係機関、

地域住民と情報の共有や対策の協議を実施し、

佐波川における適正な水利用を推進します。

Ａ委員 樋門などの老朽化対策は、優
先順位的に早くやるべきではな
いか。

佐波川は古くに作られた施設が多い。

問題がある施設については、計画的に対

応を実施しようとしている。

P34 護岸、根固め、樋門、ダム等の河川管理施設

が有すべき機能を十分に発揮できるよう、平常

時の目視点検で施設の損傷などの変状の早期

発見に努めています。また、ゲート操作に関わる

機械設備や電気設備についても点検により、施

設の状態を把握・評価し、有すべき機能が低下

するおそれがあると判断される場合に補修を

行っています。

佐波川の国管理区間に設置している樋門等

の河川管理施設は、設置後60年程度経過したも

のも存在しており、老朽化等により機能の低下

が懸念されるため、施設の長寿命化の促進や更

新コストの平準化や抑制を図る必要があります。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

※記載は、第４回の懇談会における発言の順番で記載しています。
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発言者 質問内容 委員会での回答 頁 本文等への対応

Ｅ委員 渇水の記録、15年に1回の渇
水、近年渇水が増えている。そ
のようなことも視野に入れるべ
きではないか。

P21 近年、佐波川では取水制限を伴う渇水が
度々発生しています。渇水対策支部が設置さ
れ、取水制限が実施された渇水年は、昭和48
年、昭和53年、昭和57年、平成6年、平成19年
及び平成22年が挙げられます。これまでの渇
水では取水制限による被害は報告されていま
せんが、流域の発展と流域に住む人々の健全
な生活を恒常的に支えるという観点から、安定
的な水利用の確保に努める必要があります。
また、今後渇水が発生した場合には、地域住
民の生活や社会活動、農業生産、河道内の動
植物の生息・生育・繁殖環境に与える影響を最
小限に抑える必要があります。

堰そのものが流下能力を阻害
していることに留意すること。

P17 佐波川では、堤防の高さや幅が不足している
箇所が存在し、また土砂堆積による砂州の発
達や河道内の樹林化、固定堰等による堰上げ
により流下能力の不足している箇所が存在し、
上流のほぼ全区間と下流の一部区間で計画
高水流量（新橋地点：2,900m3/s、年超過確率
1/100）を安全に流すことができません。現在で
も、戦後最大洪水である昭和26 年7 月洪水
(新橋地点流量：2,100m3/s）や戦後第2位洪水
である昭和47年洪水（新橋地点流量：
1,500m3/s）に対しても、安全に流すことができ
ない箇所があります。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

※記載は、第４回の懇談会における発言の順番で記載しています。
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発言者 質問内容 委員会での回答 頁 本文等への対応

Ｂ委員 P27堰の上下流のモニタリング
はどういったことを考え、どう
なったらどう対策するのか。

改築した堰に対して変化が生じていない

かの把握をすることが対策です。
P56 近年、改築を行った上右田堰は旧金波堰と

旧峪堰を統廃合した堰であり、出水等により河

床が大きく変動（堆積・洗掘）するおそれがあり

ます。

このため、上右田堰の上下流における河床

変動状況、河床材料の変化を把握し、把握し

たデータをもとに必要に応じ対策を行います。

また、これにより得られた知見を、今後改築

を予定している固定堰の検討資料とします。

固定堰は、古くなると土砂が
堆積して魚がすめなくなる。土
砂の堆積についてはどのように
対策するのか。

平成21年7月のような土砂流出があれば

対策をする場合があるが、基本的には、モ

ニタリングで考えている。

P56 近年の河床変動特性として、植生が繁茂して

いる砂州については堆積傾向にあり、流水部

と砂州の高低差が拡大し、砂州の固定化に伴

う樹林化や攪乱頻度の低下、エコトーン*の消

失といった問題が発生しています。

この現象は砂州上の植生が土砂を捕捉して

いるために発生していると考えられるため、今

後も出水後のモニタリングにより、堆積量や河

床材料の把握を行い、必要に応じて堆積土砂

の撤去を行います。また、堆積土砂の撤去に

あたっては、砂州の固定化を防止できるよう、

植生が繁茂しにくい河道形状等を検討します。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

※記載は、第４回の懇談会における発言の順番で記載しています。
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【Ａ委員】
平成23年で維持管理が増えているが、これは治水に関する意見である土
砂除去など占めているか。

資料－２ 住民アンケート結果報告について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
平成19年以降は、高水敷からの除草をやめているので、この高水敷の除草
に対しての要望が増えているのではないか。
高水敷の除草をやめた時は、要望や苦情が増えた。
それ以外では、不法投棄などがあるのではないか。
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【Ａ委員】
自由意見を比率ではなく絶対数で示すべきではないか。

資料－２ 住民アンケート結果報告について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
第４回に提出した資料を修正しております。
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【Ａ委員】
水は9割以上が農業用水に使われているが、観光のために使っているのか。
小学生から親しみを持ってもらうために、環境学習(冊子の配布など)をして
はどうか。

資料－２ 住民アンケート結果報告について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
観光は、レクリエーションなどが考えられるが、佐波川ではほとんど無い。佐
波川は農業用水の利用がほとんどである。渇水のときは水利用者が困らない
ようにダムからの補給を行う。
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【Ｂ委員】
支川処理というのは、具体的にどのようなやり方か。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
樋門、水門を堤防に作って、堤防を閉めるのが1つ、支川の両側に本川の堤
防の高さと同じ高さの堤防を作っていく方法がある。手法は、背後地の状況に
より使い分ける。



第４回 「佐波川の未来を考える学識懇談会」の意見とその対応について 佐波川水系河川整備計画

10

【Ｃ委員】
断面が不足していることに対して、河床の掘削、樹木伐採、堰改築が必要
と言うことか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
河道改修の方法は、河道掘削、樹木伐採と左右岸の堤防差をなくすための
築堤がある。
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【Ａ委員】
津波に対する防備はどう考えているか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
津波の高さについては、佐波川河口で4m程度、佐波川の河口については、
津波の高さよりも高潮堤防の高さが高い。堤防が壊れるかどうかの対策・検
討は今後やる必要がある。
（Ｅ委員：県の方でも検討をしているが、国がまだ検討中で県としても答えが出
せない。）
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【Ｄ委員】
上流の山口県管理区間との関連・整合性はどう考えているか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
降雨洪水に対する安全性は、計画の目標としての整合は取れている。整備
計画の内容については、上下流で逆転が無いように調整はしている。
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【Ｅ委員】
樹林の問題は、流木が橋に引っかかり被害の拡大が発生した。流木に対

しての対策が必要であればする必要がある。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応
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【Ｄ委員】
佐波川は水が潤沢にあるように思うが、利水の目標はどのように設定して
いるのか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
佐波川の農水は、許可水利となっているので、取水量が決まっている。事務
所としては過剰取水となっていないか管理する必要がある。新橋地点より下
流は、魚類などに対して決まっているものである。
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【Ａ委員】
樋門などの老朽化対策は、優先順位的に早くやるべきではないか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
佐波川は古くに作られた施設が多い。問題がある施設については、計画的
に対応を実施しようとしている。
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【Ｅ委員】
渇水の記録、15年に1回の渇水、近年渇水が増えている。そのようなことも
視野に入れるべきではないか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応
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【Ｅ委員】
堰そのものが流下能力を阻害していることに留意すること。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応
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【Ｂ委員】
P27堰の上下流のモニタリングはどういったことを考え、どうなったらどう対
策するのか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
改築した堰に対して変化が生じていないかの把握をすることが対策です。



第４回 「佐波川の未来を考える学識懇談会」の意見とその対応について 佐波川水系河川整備計画

19

【Ｂ委員】
固定堰は、古くなると土砂が堆積して魚がすめなくなる。土砂の堆積につい
てはどのように対策するのか。

資料－３ 河川整備計画目標(案)及び対応方針(案)について

第４回での指摘事項 対応

【事務局返答】
平成21年7月のような土砂流出があれば対策をする場合があるが、基本的
には、モニタリングで考えている。


